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外出支援サービスの充実について

　移送サービスとは、身体的理由によって公共交通機関やタクシーを利用できない人をリフト自動車など特別な対応によって目的地まで送迎するものをいう。従って、公共交通機関がない場合や経済的理由でタクシーを使えない場合は、本来行政等が行う交通体系で支援される必要がある。
　こうした体系が完成するまでは社会福祉協議会が一時的に担うこともあり得るが、あくまでも、ニーズはあるが事業開発されていない部分の開発的役割や、非採算な部分を担って地域の活性化を支援することにその役割がある。従って、公共交通機関等を圧迫することがないよう交通体系を十分工夫する必要がある。
　いずれ、身体的理由で公共交通機関や行政交通を利用できない人を送迎するしくみについても、障害者の自立生活運動＊をはじめとする地域の力で解決できるよう事業開発を働きかけたり、現在投入されている経費で住民等を対象としてコンペを行うなどの工夫が必要となる。
  また、申請からサービス提供に至る流れについては、できるだけ迅速に判断する必要があることから、社会福祉事務所長決裁であるが、支所に判断の責任と権限を委譲することが重要となる。そのためには対象となるかどうかの判断基準を細かく定めておく必要がある。
  さらに、その財源については高齢者や障害者など多様にあり、市の負担が少なくなる方向で工夫が必要である。
　利用料金については一定の額を徴収することが前提と考えられるが、低所得者については減免する措置をぜひ工夫されたい。
　経過的に公共交通機関がない場合や経済的理由でタクシーを使えない場合の人をサービス対象者とするかどうかの判断については、地域ケア会議の活用が望ましい。
　利用者の状況は変動するため、1年など一定期間で更新する必要がある。この場合、登録内容確認のためケアマネジャー、在宅介護支援センターなど専門職の意見書を添付するようにしてはどうか。
自立生活運動(movement of independent living=IL運動)
　1970年代にアメリカにおいて展開された障害者運動のこと。IL運動当時のアメリカのリハビリテーション界では、経済効率主義の立場から経済的自立とADLの自立を〝自立〟とし、身辺処理に介助の必要な重度障害者は自立困難な存在として扱われ、隔離的、保護的な施設生活を余儀なくされていた。そのような障害者の生活状況に対して、隔離された生活の解放と地域社会への参加の推進を目指し、障害者自らが新しい自立観の確立を訴えた。
　IL運動を特徴づける以下の考え方がある。｢障害者が他の人間の手助けを多く必要とする事実があっても、その障害者がより依存的であることには必ずしもならない。人の手助けを借りて15分かかって衣服を着、仕事にも出かけられる人間は、自分で衣服を着るのに2時間かかるために家にいる他はない人間より自立している｣
　IL運動は、1978年に制定されるリハビリテーション法に強い影響を与え、その目的を｢労働市場への参入の見通しや身体的機能の回復の見通しとはかかわりなく、障害者の自己実現への要求の充足を支えること｣とし、リハビリテーションの目標をADLの向上からQOL(生活・人生の質)の向上へと変換させるのに大きな影響を及ぼした。すなわち、ADLや職業生活だけでなく、人間的な家庭生活や文化・娯楽生活、その他の地域社会での生活を含んだ、障害者の思いと、障害に適した生活の全体的内容や質を高めることをリハビリテーションの目標として明確にした。
